
会員募集と会費納入のお願い  
（会員の方に会費納入のお願いと新会員募集のお願い）

  一般財団法人 勤労青少年協会

公益法人改革法（平成２０年１２月施行）に基づき、当協会は平成２４年４月１日、一般財団法人勤

労青少年協会として設立登記しました。＊法人成立の年月日：昭和４４年１２月１０日 

（財）勤労青少年協会設立以来５０年間、勤労青少年健全育成のために行ってきました様々な事業を

引き継ぎ実施するものです。設立当初より国からの補助金に頼らず、企業各社と個人会員の御支援によ

り運営してきました。更なる諸経費の削減に努め、充実した事業の運営、協会発展のために、努力いた

します。

会員皆様におかれましては、会費納入の御協力をお願いいたします。当協会の運営と発展のため、御

支援のほどよろしくお願い申し上げます。又、新会員の御紹介も大いに歓迎いたします。 

○FAX 又は郵送でお申し込み下さい。

〒１５０－００１２ 東京都渋谷区広尾２－１１－１－３０１ 一般財団法人勤労青少年協会

FAX：０３－３４００－８００１ 
原秀子携帯：０９０－６０１５－９４４７

○ホームページからもお申し込みいただけます。会費は下記口座にお振り込み下さい。

http：//www.kinrouseishounen.org 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・✄・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

入会申込書・会費申込書

  年  月  日

一般財団法人 勤労青少年協会 御中

貴協会の趣旨に賛同し、入会を申し込みます。

年会費を下記の通り、振り込みます。

会員会費 一口  円 ×  口分＝  円

ご住所 〒

お名前

TEL＆FAX 

振込先 ● 三井住友銀行 日比谷支店（６３２）普通預金口座 ７１００７３１

  口座名 一般財団法人 勤労青少年協会 （振込料はご負担下さい）

● 郵便払込取扱票（青色）による振り込みは、口座記号番号００１９０－２－４６４８８７

加入者名 一般財団法人 勤労青少年協会         （振込料はご負担下さい）

一般財団法人 勤労青少年協会 定款 第１０章 会員

第３７条 この法人には、法人の事業目的に賛同する正会員、維持会員、及び特別会員を置くことができる。

２ 会費等は、次のとおりとする。

（１） 正会員は、個人会員とし、年会費一口壱千円以上とする。

（２） 維持会員は、法人会員とし、年会費一口壱万円以上とする。

（３） 特別会員は、法人個人を問わず、年会費一口拾万円以上とする。


